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       令和３年度第１回宮城県民間非営利活動促進委員会 議事録 

日時：令和３年８月１０日（火） 

                          午後２時から午後３時まで 

                       場所：宮城県行政庁舎１１階 第二会議室 

 

１ 開 会 

（司会） 

本日はお忙しいところ，御出席をいただきましてありがとうございます。会議に先立ちまして，本日

の会議につきましては，新型コロナウイルス感染防止のため，事務局職員につきましては，マスク着用

のまま対応させていただきます。委員の皆様におかれましても，マスクの着用に御協力をお願いいた

します。 

それでは，皆様おそろいですので，ただいまから令和３年度第１回宮城県民間非営利活動促進委員

会を開会いたします。 

本日は，委員１３名中１２名の方に御出席をいただいております。西出委員は急遽御欠席というこ

とで，中川委員は今向かっているということで遅れる旨の御連絡をいただいております。なお，高浦委

員，竹下委員，それから渡邉委員におかれましては，オンラインにて御出席いただいております。この

ことから，本委員会の運営要綱第４条の委員の過半数の御出席をいただいておりますので，本委員会

は成立しておりますことを御報告いたします。 

なお，本日傍聴される方はまだおられませんが，本委員会は公表されることとされておりますので，

併せてよろしくお願いいたします。また，議事録についてですが，後日皆様に内容を確認していただき

まして，公開することとしておりますので，御協力をよろしくお願いいたします。なお，御発言の際に

は，マイクを使用して御発言をいただきますようにお願いいたします。その際には，係の者が，マイク

をお席まで持参いたしますので，そちらを御利用願います。また，発言が終わりましたら，マイクは係

の者にお渡しください。感染症対策ということでマイクは都度，清掃の上，お渡しいたしますので，よ

ろしくお願いいたします。                     

 

２ 挨 拶 

（司会） 

それでは，当委員会の開会に当たりまして，宮城県環境生活部副部長の佐々木より御挨拶を申し上

げます。 

 

（佐々木環境生活副部長） 

 皆様こんにちは。本日は，お忙しいところ，またお暑いところ，御出席いただきまして誠にありがと

うございます。委員の皆様には，日頃から本県のＮＰＯ活動の促進につきまして，多大な御協力，御尽

力をいただいておりますことに改めて厚くお礼申し上げます。 

さて，新型コロナウイルス感染症につきましては，感染防止対策に係る環境整備やワクチン接種が

進められておりますが，首都圏のみならず本県におきましても感染拡大など，人の移動が多くなって

くるこの時期，未だ予断を許さない状況となっているところでございます。引き続き皆様に御理解，御

協力をいただきながら，感染防止対策を徹底し，新型コロナウイルス感染症の終息に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。 

このような状況の中で，昨年度，委員の皆様の貴重な御意見をいただきながら，今年度から令和７年
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度までの５カ年を期間といたします第５次の宮城県民間非営利活動促進基本計画を策定したところで

ございます。第５次基本計画におきましては，本日お渡ししております冊子にも記載しておりますが，

基本理念として「ＮＰＯと多様な主体が相互の信頼をはぐくみ，連携・協働することにより，しなやか

で強い持続可能な社会を実現する」を掲げ，この基本理念の下，今年度から本県におけるＮＰＯ活動の

促進施策を推進することとしております。 

本日は，前計画に基づきます令和２年度の本県のＮＰＯ活動促進施策の実績報告及び第５次の新計

画の元での令和３年度の実施状況について御報告させていただきますので，御審議についてよろしく

お願い申し上げます。また，第５次基本計画に基づいたＮＰＯ活動促進施策を進めていくに当たりま

して皆様方からの御意見等を賜りますようお願い申し上げます。 

委員の皆様には，引き続き宮城県のＮＰＯ活動の促進につきまして，御協力をいただきますようお

願い申し上げまして，開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

本日御出席をいただきました委員の皆様及び事務局職員の紹介につきましては名簿の配布にて代え

させていただきますので御了承願います。なお，大変恐縮でございますが，佐々木副部長につきまして

は公務の都合によりここで退席をさせていただきます。 

続きまして，本日の資料について確認をお願いいたします。委員の皆様には事前にお送りさせてい

ただきましたが，一部資料の追加がございましたので改めて確認をさせていただきます。資料１，資料

２－１，資料２－２，資料３－１，資料３－２及び参考資料をお配りさせていただいております。よろ

しいでしょうか。それから皆様に御協力いただいて策定いたしました第５次基本計画の冊子，仙台医

療センター跡地における施設再編に向けた基本構想をお配りしております。 

それでは，次第の３の議事に入らせていただきますが，委員会運営要綱第４条により，会長が議長と

なることとされておりますので，ここからの議事進行につきましては，石井山会長にお願いしたいと

存じます。 

 

議 事（１） 

（石井山会長） 

 皆様改めましてこんにちは。だいぶごぶさたになりました。昨年度は計画策定ということでかなり

慌ただしかったのですが，今年はその点検をするという，開催回数は２回に限られておりますので，充

実した御意見を頂ければと考えております。それでは議事１に入らせていただきます。令和２年度民

間非営利活動促進施策の実績について，御説明よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

それでは，令和２年度民間非営利活動促進施策の実績について，お手元にお配りさせていただいて

おります資料１及びホチキス止めされております参考資料を使って御説明いたします。資料１を御覧

ください。１の「特定非営利活動促進法施行関連事務」から９の「ＮＰＯ活動支援事業」までの事業に

つきまして，順に御説明させていただきます。 

「１ 特定非営利活動促進法施行関連事務」についてございますが，ＮＰＯ法に基づくＮＰＯ法人

の設立及び定款変更の認証事務，設立後の管理・監督に関する事務を実施しております。県が所轄庁と

なりますのは，仙台市所轄分を除く県内市町村に主たる事務所を置くＮＰＯ法人になります。仙台市

の区域のみに事務所を置く法人につきましては仙台市所轄となり，また，栗原市，大崎市，登米市につ
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きましては，認証事務等の権限を移譲しております。参考資料は１ページ，参考資料１－①を御覧くだ

さい。県内に主たる事務所を有するＮＰＯ法人の認証・認定状況でございます。令和２年度末のＮＰＯ

法人認証数は，一番下になりますが宮城県所轄が４１１法人，仙台市所轄が４０９法人，合計８２０法

人となっております。令和元年度末から令和２年度末までの増減は県所轄分で，６法人減少しており，

内訳は新設６，転出１，解散１１となっております。仙台市所轄分につきましては，７法人増加してお

り，内訳は新設１５，転入２，解散９，取消１となっております。 

 参考資料の２ページを御覧ください。認定ＮＰＯ法人についてですが，令和３年３月末時点での認

定ＮＰＯ法人数は，県所轄分で９法人，仙台市所轄分で１８法人となっております。次のページ３ペー

ジ，４ページの参考資料１－②，５ページの参考資料１－③は，活動分野別に見られるように集計した

データになっております。７ページの参考資料１－④を御覧ください。こちらは宮城県内の公益法人・

一般法人数についての資料となっております。 

 資料１にお戻りいただきまして，次に「２ 宮城県民間非営利活動促進委員会運営」についてです。

参考資料は９ページの参考資料１－⑤になります。令和２年度は，第５次の宮城県民間非営利活動促

進基本計画について御審議いただくため，委員会を５回開催させていただいております。また，任意参

加という形ではございましたが，委員勉強会を３回，意見交換会を１回開催させていただきました。第

５次の基本計画につきましては，２月県議会の議決を経まして，３月に公表しております。また，冊子

につきましては，委員の皆様にお届けさせていただいております。なお，令和３年度から令和７年度ま

での５カ年間を計画期間としているところです。 

続きまして「３ 宮城県民間非営利活動プラザ事業」についてですが，県域全体のＮＰＯ活動を促進

するための中核機能拠点であるみやぎＮＰＯプラザは，特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるるが指定

管理者として施設の管理運営業務に当たっております。プラザの事業の実施状況につきましては参考

資料の１１ページ，Ａ３横の後ろになりますが，参考資料１－⑥を御覧ください。プラザの令和２年度

の利用者数につきましては一番下に書いてあります。新型コロナウイルス感染症の影響も大きく受け

て令和元年度より１５，０８６人，３７．８％減少しまして２４，７８６人の延べ利用者数となってお

ります。 

 なお，新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして，令和２年４月１０日から５月１８日ま

での期間は，施設の一部利用休止の措置をとっております。プラザの管理運営においては，感染症対策

についてしっかりと取り組んでいただいており，利用者の皆様にも，感染症予防の観点から，検温や換

気，手指消毒，会議室等の利用定員の制限につきまして御協力いただいているところでございます。 

 県といたしましても，会議室内でのオンライン会議や研修，講座参加などができるよう，プラザ全館

にＷｉ－Ｆｉを整備するとともに，Ｗｅｂ会議に使用できるパソコンやカメラ，マイクスピーカー，大

型ディスプレイを設置させていただきました。 

つづきまして資料１の「４ 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業」について

でございますが，参考資料は１３ページからの参考資料１－⑦及び１―⑧を御覧いただきたいと思い

ます。 

当該事業は，活動拠点の確保を望むＮＰＯに，県の遊休施設を安価な貸付料で使用させる事業で，平

成１７年度から実施しておりますが，令和２年度末時点で５つの施設のうち４施設について貸付を実

施しております。なお，白石市にございます民間非営利活動施設第６号につきましては，ＮＰＯ法人ふ

るたいむに貸付けを行っておりましたが，９月末を以て契約を解除しており，現在は公募に向けて準

備を行っているところです。 

 資料１にお戻りいただきまして，続きまして，「５ ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業」，
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及び「６ ＮＰＯ等による心の復興支援事業」については，震災復興支援事業に関わるＮＰＯに対する

補助金の事業となります。５の絆力事業につきましては，被災者と被災者，被災者と行政，被災者と支

援者等を結びつける絆力を活かして行う復興・被災者支援の取組に対する助成（補助事業）及び復興・

被災者支援に取り組むＮＰＯ等の絆力強化に資する事業（委託事業）を実施しているもので内閣府に

よる補助を受け実施しております。 

 ６の心の復興事業は，被災者の心のケアや被災者自身が参画し，活動する機会の創出を通じてコミ

ュニティ形成等の支援をする取組に対する助成（補助事業）を実施しているものでございまして，復興

庁による補助を受け実施しております。 参考資料１７ページ，参考資料１－⑨を御覧ください。こち

らは令和２年度のＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業の一覧でございます。昨年度は，２０

団体に交付決定を行いました。それぞれの事業の内容については事業概要の欄に記載しているとおり

でございます。参考資料２１ページ，参考資料１－⑩を御覧ください。こちらは令和２年度の絆力を活

かした復興支援事業（委託事業）の一覧でございますが，「マッチング・交流事業」，「情報収集・提供

事業」，「受益者アンケート業務」の３つの業務を委託により実施いたしました。なお，受益者アンケー

トでは，ＮＰＯ等の取組から受益者が受けた効果の度合いについて，改善した又はどちらかといえば

改善したと回答した受益者の割合は８１％となっており，今後も継続してＮＰＯ等の支援を受けたい

と回答した受益者の割合は８９％という調査結果となっております。次のページ，参考資料２３ペー

ジの参考資料１－⑪を御覧ください。こちらは心の復興支援事業の令和２年度の事業一覧となってお

ります。昨年度は１６団体に交付決定を行いました。それぞれの事業の内容については事業概要の欄

に記載しているとおりです。 

 続きまして「７ ＮＰＯ活動促進事業」でございますが，こちらの事業といたしまして，ＮＰＯの組

織運営基盤の強化を図り様々な分野での効果的な連携に繋げるためにプロボノの普及啓発を行う「プ

ロボノ事業」及び中間支援組織（ＮＰＯ支援組織）の支援力向上のための「ＮＰＯ支援施設フォローア

ップ事業」を実施しております。参考資料の２７ページ，参考資料１－⑫を御覧ください。（１）プロ

ボノ事業についてでございますが，プロボノと支援を望むＮＰＯをマッチングしＮＰＯの運営基盤強

化を図ることを目的に平成２９年度から実施しております。令和２年度は，プロボノの普及啓発セミ

ナーとして，「スキルを活かしたボランティア『プロボノ』のはじめ方」というテーマでオンラインセ

ミナーを開催いたしました。当該セミナーの参加者アンケート集計結果および公募用チラシにつきま

しては２９ページからの参考資料１－⑬のとおりでございます。参考資料の２７ページお戻りいただ

きまして２７（２）のＮＰＯ支援施設フォローアップ事業についてでございますが，事業の目的といた

しまして，県内全域のＮＰＯ活動を総合的に促進するための中核機能拠点である，みやぎＮＰＯプラ

ザと県内の各地域のＮＰＯ支援施設との連携を強化し，ＮＰＯ支援施設の活動支援及び人材育成を行

うとともに，みやぎＮＰＯプラザとＮＰＯ支援施設との協働事業を実施することで，ＮＰＯ支援施設

の機能強化と地域ＮＰＯ活動の促進を図るものとして，令和２年度から実施しております。 

この事業の内容については右下の箱囲いの部分になりますが，年度前半に県内のＮＰＯ支援施設，

現在１２施設ございますが，個別訪問の上，各施設の現状及び課題の調査・助言・指導を行うこととし

ております。また，年度後半にＮＰＯ支援施設職員を対象とした人材育成研修の実施すること，また，

みやぎＮＰＯプラザとＮＰＯ支援施設が連携して協働事業を４回程度実施することとしております。 

裏面には事業実績を記載しております。当該事業につきましては令和３年度も同様の非営利活動法人

杜の伝言板ゆるるに委託しております。 

続きまして，資料１の「８ ＮＰＯ推進事業発注ガイドラインに基づくＮＰＯ推進事業」ですが，参

考資料は３７ページ，参考資料１－⑭となります。「ＮＰＯ推進事業発注ガイドライン」は県の事業の
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ＮＰＯへの業務委託を促進するために作成したもので，ガイドラインの選定基準に基づき選定される

と，契約金額が 500 万円以下の場合の契約保証金の免除，予定価格等の事前公表ができる等のメリッ

トがあるものでございます。選定基準につきましては，一番下にあります箱囲みの中，①から③で，地

域に根ざした活動が必要である事業，コミュニティビジネスの展開や地域の雇用創出等の効果が期待

できる事業，ＮＰＯ支援・促進のため象徴的・モデル的に実施することが望ましいと求められる事業と

しております。 

３８ページを御覧ください。令和２年度に選定されました事業が６番の表の９つの事業でございま

す。また，令和３年度については下の表でございますが，７つの事業が選定されております。 

続きまして，「９ ＮＰＯ活動支援事業，ＮＰＯを対象とした専門相談支援事業」でございますが，こ

ちらは令和２年４月に県内のＮＰＯ中間支援組織から連名で「コロナ禍におけるＮＰＯ支援に関する

緊急要望書」の提出を受けたことから，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により多大な影響を受

けているＮＰＯの活動継続のための支援として実施いたしました。 

事業の概要についてですが，新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内のＮＰＯ等が，社

会保険労務士や公認会計士，税理士，弁護士，中小企業診断士などの専門家へ相談を行う場合，相談に

係る費用の一部を助成するというもので，県内の中間支援組織２団体への間接補助により実施するこ

ととしたものです。 

こちらは令和２年度の単年度事業でございましたが，実績といたしましては，資料１の下に書いて

あります助成金を交付した団体は７団体となっております。 

以上が令和２年度の事業実績等についての説明となります。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。昨年は，前計画に基づく最新年度の実績報告ということですけれども，１５

分くらいですかね，お時間を取って質疑をさせていただければと思います。どのような観点からでも

よろしいので，よろしくお願いします。 

 

（田中委員） 

日本政策金融公庫の田中です。資料１のＮＰＯ法が改訂になって以降，宮城県の所轄分が相当増え

てきていたのですけど，初めて減ったというようになっているのですが，解散の方が多かったという

のが主たる原因かと思うのですが，減少とか解散が顕著な，特徴的な，地域とかがあるのかなっていう

のがちょっと気になったので，もし分かれば教えていただきたいです。それを見ていて気づいたこと

が，おそらくこの栗原が，宮城県から権限移譲でプラス２ってなっているので，一番下の部分がおそら

く２２，なんでしょうね。５ページの資料を見ても，栗原は２２となっているので，宮城県が３２３で，

これは２７。ちょっと余談ですけど，誤植かもしれない。もし何か，前段の特徴的な地域などがあれば

教えていただきたい。 

 

（石井山会長） 

はい，ありがとうございます。では事務局から。 

 

（事務局） 

感覚的なものになってしまいますが，石巻などの沿岸部では，ＮＰＯ法人の解散などにより減少し

ている印象です。 
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（田中委員） 

ありがとうございます。おそらく５ページの資料が去年の末も多分，同じようなのがあったと思わ

れるので，石巻圏が８６のところがもう少しあったっていう，去年よりということなんですよね。今お

答えいただかなくとも結構ですけれども。 

 

（事務局） 

石巻地域では，震災直後に，法人数が一挙に増えた状況でして，それが震災後１０年ということで，

徐々に減ってきており，その中でも解散をしたいけれどもできないというような法人からの相談も多

い印象を受けております。 

一方で，新しく設立をしようとしている団体も，この地域は割とありますので，津波の被害を大きく

受けた地域では，設立の相談も，解散の相談も特に多い地域という印象を受けております。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。この辺に関しては，中川委員，いろいろ感じてらっしゃるかなと思うんです

けど，もしよろしければ。 

 

（中川委員） 

補足で，中川です，よろしくお願いいたします。やはり石巻で今おっしゃったように解散っていう，

ほぼそういう状況なんだけども，法人を閉めること自体は結構負荷がかかるのでそれができてないっ

ていうことは，いらっしゃるのかなと思いますし，また新しい課題っていうのができていくので，今，

ＮＰＯ法人を作ったりしているところもあります。 

あとその次のページですかね一般社団法人，すごく増えていまして，やっぱりＮＰＯ法人は初めて

減少に転じた一方で，一般社団がもう５０とか年間そういう規模で増えていて，簡単に一般社団法人

を作るっていうのが，もうトレンドというか，大きな傾向になって多分止まらないということで，やは

りここの，非営利活動促進計画なりこの委員も，やっぱり一般社団とかそこまでリーチをしっかり広

げていかないと，ＮＰＯ法人が縮小していく，一般社団がどんどん増えていくっていう中では，しっか

りスコープを見極めてその人たちをどんなふうにサポートするかっていうことを視野に入れるという

ことが一つ。あとはその解散のサポートみたいなのって結構後ろ向きな仕事なんですけども，しっか

りやらないと，法人数だけあるけど，何もやってないみたいなところが実際あるということを私も承

知しているので，そこもしっかりできるようなフォローアップとか体制ができるといいんだろうなと

いうのは，これ見て感じましたので，補足でした。 

 

（石井山会長） 

適切な御意見ありがとうございます。いかがでしょうかその他，全体を通していただいても結構で

す。 

 

（高浦委員） 

高浦ですが，よろしいですか。オンラインで恐縮です。実績の番号でいうと一番最後の９番目にあり

ます，最後に御説明いただいたところなんですが，コロナ禍でのＮＰＯ支援策ということで，専門家に

つなぐという事業ですが，トータルでいうと７団体ですかね，活用いただいて。なかなか記載したとこ



7 

 

ろに比べると，それほど多くないような印象ですし，実績評価という点では，どうなのかっていうこと

と，それから，今後ですね，コロナ禍からの経済の回復っていうまだまだ進んでいない状況で，ＮＰＯ

活動を継続し，直面している団体さんが多いと思うんですが，今後こういったコロナ禍での支援策の

拡充っていう点では，どういう手を常に打っていくべきか，もし事務局のお考えがおありでしたら，お

出しいただければありがたいです。 

 

（事務局） 

９番目の事業は，ＮＰＯ活動支援事業ということで専門家による相談支援事業です。当初はかなり

の応募，利用が見込まれるという想定で，予算上は１００件程度の利用を見込んでいたのですが，実施

しましたら，相談は実際来たようですが，専門家に頼るような問題ではなかったという話を聞いてお

りました。利用者数が伸びず残念な部分もありましたが，昨年度の単年度事業として実施しましたの

で，今後も社会の状況を見ながら，必要な支援措置等は国と連携しながら取り組みたいと考えており

ます。 

 

（石井山会長） 

関連してお聞きをしてよろしいですかね。コロナが急速に加速し，こういう形でつながっていくと

いう Zoomが多いと思うんですけれど，役場で使うとするとやっぱりそれ以前から入っていた Webexっ

ていうような形で，今もあると思うんですね。そしてその行政がやっぱりその Zoomを使おうと思うと，

そのカード決済ができないとか，様々な従来の行政上のルールに妨げられて，今もなかなか困難であ

るっていうことが現実だと思うんですけども，今後に向けてはやっぱり市民社会で使われているよう

なツールを行政が使っていくということが大事かなと思うんですよね。 

その中で例えば，この事業であったりとか，あとゆるるのオンラインで様々つながろうという時に，

Webexに限定されないような，一般に使われているツールを使いやすい状況になっているのか，なって

いないのかということも気になっていまして，そのあたりの情報をいただけるとありがたいのですが。 

 

（事務局） 

県のオンライン会議システムの運用状況といたしましては，昨年度 Webex による運用がまず開始さ

れまして，そのツールを利用できる端末を庁内で共用しながら対応しておりました。徐々に台数が増

えて，一部 Zoomが使えるようになり，今は主催するにあたっては，Webexと Zoomの２種類のオンライ

ンツールが使えるようになっております。また，県が招待されて参加する場合には，その他の会議シス

テムも使って参加できるような環境が整っております。 

今年度からは，職員パソコンでもウェブ会議が行えるようになり，順次環境整備されているところ

です。 

 

（石井山会長） 

かなり改善はされてきているということなんですね。ありがとうございます。その他いかがでしょ

うか。 

 

（宗方副会長） 

関連してなんですけれども，専門家にまで至らなかったけれども，今回のコロナに関して活動が停

滞しているとか，それぞれ課題を抱えているとかっていうのは，多分ゆるるとかサポセンの方にも相
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談がいっているかと思うんですが，どんな内容が行っているのか，場合によっては，専門家に相談しな

ければいけないとそこまでの状況になる可能性もあるかと思うのでその件数とかどれぐらいあるのか

とか，どんな内容が寄せられているのかっていう現場の状況を知りたいなと思うんですが，いかがで

しょうか。 

 

（高浦委員） 

渡邉委員さんがお詳しいかなと。 

 

（渡邉委員） 

ゆるるで担当しておりました渡邉です。まずこの事業がスタートしたのは８月ぐらいに入ってから

だったんですけれども，そのときは事業系ＮＰＯですね，特に障がい者福祉，高齢者福祉関係は国の方

のコロナによる支援対策が導入され，持続化給付金等は，対象外になるような状況になったというこ

とが一つあります。それは，事業系ＮＰＯが県内に多かったということがあると思います。 

また，現場で草の根的な活動など，独自の事業でやってらっしゃる団体さんは，混乱していて，相談

まで至らなく，常に現場の対応に追われているような状況で，アポは取れても予定変更が繰り返され

てしまったり，その先の相談に繋がらなかったり，いろいろ現状がありました。少し時間をおいてから

出てくる問題があったり，資金の問題だったり，あと職員も感染してしまったんだけどそこはどうし

たらいいんだろうみたいな，人権まで言うとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど，出しちゃっ

たことでどうしたらいいかというふうなお話はあって，相談内容は多岐にわたりました。ただ，結局，

相談っていう段階にまで踏み出せず，現場をとにかく回すことに追われていた状況だったようです。

ある団体では，小学生等のお子さんが，休校になったことでお母さんの立場にいらっしゃる職員さん

が出勤して来られなくなり，代表の方も現場に出て，現場対応をしなければならなくなった話を聞き

ました。そうなると，相談の段階というよりもヒアリングまでが限界となり，定量が伸びなかった原因

のひとつでもあると思います。事業系のＮＰＯが多いっていうことと，あんまり大きな収益の減少に

至っていない，あとは小さい団体のマンパワーで頑張ってしまったというか，そういうところが大き

かったなと思います。広報もだいぶチカラをいれて４００団体近く電話番号が公開されているところ

には事務局全員でアクションをしました。結局実績には至らなかったっていうようなことがありまし

た。 

 

（石井山会長） 

相談に至ることもできないところで，それぞれ頑張ってらっしゃるっていう話に受け止めましたね。 

 

（渡邉委員） 

そうですね，子育て支援だと，子育て支援のネットワークで，希望がある人をやりとりして，うちに

何人ぐらいだったら送れるよとか言って，その「人」の交流をＯＫにし，児童館とかそういった子育て

支援をやっている人材を派遣しながら，現場の力でやっていた，乗り切っていたっていうことがあり

ました。 

 

（石井山会長） 

なるほど。ありがとうございます。ゆるるの件は渡邉さんからということで，青木さん，いかがです

か。 
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（青木委員） 

はい，青木です。仙台市市民活動サポートセンターの場合ですが，貸室を利用できなくなったという

自助グループ系が，集まる場所がなく困ったというやりとりがあったというのは聞いております。そ

のうちオンラインでの開催に移行できるようになり，場所を借りなくても相談対応であれば，定期的

な活動ができるようになったということは聞いています。持続化給付金のことは，問い合わせ先にな

かなか繋がらず,こちらに問い合わせがくるということがあったようです。 

「こういう時だからこそ，何かできることはないか」と，情報収集の連絡などもありました。電話や

メールに加えて，オンラインに切り換えての相談対応もありました。オンラインの対応については，特

別，講座などの調整はしていませんでした。多賀城の方はオンラインを生かした形で，どのような事業

展開ができるか，相談対応からミニ講座のような対応をいたしました。それをきっかけに，圏域で離れ

ている団体の皆さんが，定期的な情報交換が進むようになったと聞いています。 

あとは，こういうときに何かできることはないかと，個人の方が情報を求めて相談されているとい

うことがありました。 

 

（石井山会長） 

 今，とても大事な情報が共有されておりまして，おそらく，この後のテーマにかなり関連していくの

かなというふうに思います。ただこの議題の 1，前年度の実績についても，いかがでしょうかね。次に

行くっていうことの前に，この実績について御質問いただくことがあれば。 

 

（中川委員） 

すいません，時間が押しているところ申し訳ありません。先ほどのコロナの件は私が多分知らなか

ったんじゃないかなと思うので，一般社団法人とかにも忘れずに，こういうのがあったら，なんかこう

連絡，メーリングリストとか。ていうのはやっぱり専門家って，多分 Zoomを設定してあげるとかそう

いう人の方がニーズが高かったと思うので，何か弁護士さんとか税理士さんとかっていうレベルでは

なかったのかなというのは，現場の感覚です。 

質問ですけれども，ＮＰＯの活動促進支援事業で参考資料１の１２のところ，２７ページのＮＰＯ

支援施設フォローアップ事業についてなんですけれども，この詳細をちょっと教えていただけないか

というところですけれども，プロボノの方は色々アンケートとか書いてくださっているんですけど，

県全体の，ＮＰＯ活動をサポートするという，ものすごくハードルが高いところで，その次のプロボノ

ってごく一部だと思うんですね。でもこの各地の１２施設をサポートしていくことで県全体を網羅し

ているということで非営利活動促進基本計画でもそのような立て付けになっているので，そこのとこ

ろが実は全然この報告の内容では見えなくてですね，今，実はこちらの方で審議されている方々は，今

年は，法人設立２０周年でアーティストライブをやるとか，花火をやるとかそういう計画をされてい

て，いや，ＮＰＯのサポートどうなったんだっていうような，そんな状況ですので，本当に県全体の市

民活動を支えるっていうことに対して，このフォローアップ事業自体でどんな声が出てきていて，ど

んな活動をされたのかっていうのをちょっとここに，２７ページ２８ページない部分を補足で御説明

いただければと思います。お願いします。 

 

（事務局） 

フォローアップ事業については令和２年度から杜の伝言板ゆるるに委託して実施している事業です
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ので，具体的には堀川委員からお話していただければと思います。 

 

（堀川委員） 

フォローアップ事業は，こちらの１２施設に，個別で訪問をするというのが一つと，それらの施設と

４ヶ所程度，協働事業を行うということと，あとはＮＰＯ支援施設のスタッフを対象とした１泊２日

研修を行うという，３つの大きな柱の事業でございます。こちらは昨年度から実施しております。令和

元年度の指定管理事業にも訪問事業が入っていたので，私たちとしては２年連続して訪問したような

状況でした。 

一つの施設に大体２時間ぐらいおじゃまをして，本当に細かい日々のコロナの状況はどうかとか，

どういう事業をやっているかとか，その事業を行う上での課題がどうかというところをひざ詰めでお

伺いして，ちょっと公にもできないような部分もお聞きしました。やはり小さい支援施設になればな

るほど，まず館の運営自体が非常に困難で，そこに人を張りつけておくということで精一杯というよ

うな状況が見えたと思います。 

ただ，市によっては，コロナの支援策として団体に助成をしたりとか，サポートに取り組んでいるお

話もありましたので，そういうことをうまく活用しながら団体と繋がっていくというようなセンター

もございました。あとは協働事業を資料２８ページに掲載している通り４ヶ所で行ったんですけれど

も，講座の開催にあたり，この企画とか準備を，向こうのスタッフの方が中心になってやっていただく

という形をとりました。今まで企画，広報などあまり経験がない皆さんと一緒に取り組んだというこ

とで，そういうスキームは多少なりともお伝えできたのかなというふうに思います。 

残念だったのがやはりコロナということで，本当は現地に行くはずだったけれども，現地では人を

迎えられる状況じゃないのでオンラインで行ったものもありました。気仙沼では会計税務相談を仙台

と気仙沼をつないでやらざるをえなかったということもありましたし，石巻市ＮＰＯ支援オフィスと，

東松島市蔵しっくパークとの協働事業で３館をオンラインで結んでやる予定だったんですけれども，

石巻の施設の方が２月の地震で，使用ができなくなったものですから，石巻では開催することができ

ずに，東松島に石巻の皆さんがお越しいただく形で運営したりとか，そういうようなこともございま

した。 

１泊２日研修では，コロナがまん延していた時期でしたので，リアルで参加をするというのがなか

なか厳しい状況もございましたが，それでも１０名の方に御参加いただき，講師をオンラインで東京

とつなぎまして，長い時間をかけて勉強することができたというのは，よかったのかなというふうに

思っております。 

これからは，いろいろお話を聞いたことをどう解決できるようにサポートしていくのかが課題とい

うふうに思っております。以上です。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。中川委員，今のお話でよろしいですか。 

 

（中川委員） 

先ほど堀川さんがおっしゃったように，何も載っていなくてどう解決できるかが課題でどう解決し

ていくとか，その講師のお名前もどんな内容だったのかも全然わからなくて，せっかく長い時間お話

されて，県に出されてもむちゃくちゃ難しいことだと思うので，そこのところを書き込んでいただい

たりすると，すごくありがたいなと思いました。以上です。 
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（石井山委員） 

ありがとうございます。ではですね，もう出てきている中身が，次の議事２にだいぶ関わっている中

身だと思いますので，進めさせていただければと思います。 

 

 

議 事（２） 

（石井山会長） 

 それでは議事２，令和３年度民間非営利活動促進施策の実施状況について，事務局から御説明お願

いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは，令和３年度民間非営利活動促進施策の実施状況について，お手元にお配りさせていただ

いております資料２－１，資料２－２及び参考資料により，御説明いたします。 

 資料２－１を御覧ください。民間非営利活動促進施策の予算額の一覧でございますが，ここに記載

の７つの事業について令和３年度当初予算として計上しております。まず，１の「特定非営利活動促進

法施行関連事務」ですが，令和３年度予算は２１５万円となっており，前年度より１８５万円程度増加

しております。増加分は，会計年度任用職員の人件費となっておりまして，ＮＰＯ班に７月から事務補

助として職員１名を配置しております。 

 ２の「民間非営利活動促進委員会運営」については，第５次基本計画の冊子作成に係る経費を含んで

おりますが，本委員会の開催回数が昨年度の基本計画作成のため５回開催しておりましたが，今年度

は計画作成がないということで例年の２回としていることにより減少となっております。 

３の「県有遊休施設の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業」は，拠点施設５施設に係る県が行う

修繕費等を計上しておりますが，前年度から２千万円程度の大幅な減少となっております。これは令

和２年度，仙台市青葉区八幡の拠点第５号の解体工事費として大幅に予算額が増加していたことによ

るものです。 

 ４の「宮城県民間非営利活動プラザ事業」につきましては，みやぎＮＰＯプラザの指定管理料や，県

が行う修繕費等，更に今年度は指定管理者選定委員会を開催する予定となっており，その選定委員会

に係る経費で計上しております。 

 ５の「ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業」及び，６の「ＮＰＯ等による心の復興支援事業」

についてですが，平成２８年度から実施している国の交付金を活用した事業でございます。 こちらの

事業につきましては，復興創生期間の終期である令和２年度以降も継続を要望しておりました。 

 絆力事業につきましては前年度から減額となっておりますが，自己負担の導入によるものと，復興

支援の取組に対する補助事業のうち，復興庁の被災者支援総合交付金で対応可能な取組については，

心の復興支援事業に集約する方向としておりますことが主な理由となっております。心の復興支援事

業につきましては，絆力事業からの集約分と県消費生活・文化課の文化芸術による心の復興助成金を

統合したことによる増額となっております。 

 最後に７「ＮＰＯ活動促進事業」ですが，「プロボノ事業」及び「ＮＰＯ支援施設フォローアップ委

託事業」に係る経費として４５６万円程度を計上しております。 

 令和３年度の予算額につきましては以上でございます。 

 続きまして，資料２－２を御覧ください。１の「特定非営利活動促進法施行関連事務」から８の「Ｎ
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ＰＯ推進事業発注ガイドラインに基づくＮＰＯ推進事業」までの事業の実施状況につきまして，順に

御説明させていただきます。 

 「１ 特定非営利活動促進法施行関連事務」についてございますが，参考資料は４１ページの参考資

料２－①を御参照いただきたいと存じます。直近のデータになりますが，令和３年６月末現在のＮＰ

Ｏ法人認証数は，宮城県所轄が４０９法人，仙台市所轄が４０８法人，合計８１７法人となっておりま

す。令和２年度末からの増減は県所轄分で，２法人減少しており，内訳は転入１，解散３となっており

ます。仙台市所轄分につきましては，１法人減少しており，内訳は新設２，転出１，解散２となってお

ります。４２ページを御覧ください。認定ＮＰＯ法人についてですが，令和３年６月末時点での認定Ｎ

ＰＯ法人数は，県所轄分で１０法人，仙台市所轄分で１８法人となっており，県所轄の認定ＮＰＯ法人

が１団体増加，下の表の１０番の団体「ＮＰＯ法人こども∞（むげん）感パニー」でございますが，６

月４日付けで認定しております。 

 資料２－２にお戻りいただきまして，「２ 宮城県民間非営利活動促進委員会運営」についてですが，

今年度は本委員会を２回開催する予定としております。本日第１回目，そして第２回目は年度末頃を

予定しております。 

 「３ 宮城県民間非営利活動プラザ事業」ですが，現在６期目となる次期指定管理者の募集を実施し

ているところです。参考資料は４３ページ，参考資料２－②を御覧ください。参考資料の２番の「２ 

管理を行う期間」に記載のとおり，次期指定管理期間については令和４年４月１日から，令和９年３月

３１日までの５年間として募集しております。指定管理期間につきましては，県民会館との集約複合

化の基本方針及びおおよそのスケジュールが示されましたことから，現行３年間でございますが，サ

ービスの安定性及び継続性の確保という視点で５年間に変更しております。「４ 申請受付期間」は今

月２６日までとなっており，「２ 今後のスケジュール（予定）」といたしましては，１０月に指定管理

者選定委員会を開催し，指定管理者候補を選定し，１１月県議会にて議案として提出し１２月下旬に

指定を行う予定となっております。 

 つづきまして資料２－２，「４ 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業」につい

てでございますが，現在，拠点施設５施設のうち，４施設の貸付を行っております。参考資料４５ペー

ジからの参考資料２－③を御覧いただきたいと思います。宮城県民間非営利活動促進委員会拠点部会

の開催状況でございます。本委員会の石井山会長，青木委員，他２名の委員で構成しており，第１回目

の拠点部会につきましては，令和３年６月１４日にオンラインにて開催いたしました。新型コロナウ

イルス感染症の影響で延期しておりました令和２年度分の内容と合わせて実施しております。（２）議

事の概要等のところですが，①議題１として，民間非営利活動施設第２号の令和元年度分の実績報告

及びヒアリングを実施いたしました。２号施設につきましては，岩沼市の旧岩沼警察署長宿舎であり，

この施設では法人事務所及びてんかん患者のための支援施設，作業所として事業を実施する計画で，

ＮＰＯ法人ハンス・バーガー協会に貸し付けております。団体からの実績報告に対してヒアリング等

を実施し，実績報告について委員から評価をいただきました。ロの箱囲いのとおりでございますが，地

域の関わりの面での工夫や計画の見直しの必要性などの意見か今後の運営の参考としていただくこと

となりました。②議題２でございますが，民間非営利活動施設第４号の令和元年度分実績報告及び契

約継続に係る事業計画の説明・ヒアリングを実施いたしました。４号施設につきましては，仙台市青葉

区上愛子の旧宮城野婦人寮であり，この施設では障害者に対する自立支援事業を実施する計画で，Ｎ

ＰＯ法人シャロームの会に貸し付けております。実績報告等についての委員からの評価につきまして

は，ロの箱囲いのとおりで，非常に良好に運営されているという評価となっております。また，再契約

について承認されましたので，令和３年７月から５年間の再契約を行いました。「２ 令和３年度第２
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回拠点部会（予定）」のところでございますが，第１号及び第３号施設の令和２年度分の実績報告につ

いて，それから，白石市にございます第６号施設，こちらは旧白石高校校長宿舎ですが，現在公募の準

備をしているところでございます。公募にて借受を希望する団体がありましたら審査を実施する予定

でございます。拠点づくり事業につきましては以上です。 

続きまして，資料２－２にお戻りまして，「５ ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業」でご

ざいますが，令和３年度は補助事業として９事業に助成予定でございます。また，委託事業では３事業

を委託予定で進めております。参考資料については４７ページの参考資料２－④に事業概要を，４９

ページの参考資料２－⑤に個人法人に交付決定をしている９事業についての一覧をお示ししておりま

す。 

 次に「６ ＮＰＯ等による心の復興支援事業」でございますが，補助事業につきまして現在審査中で

ございます。１回目の募集で予算額を大幅に下回りましたので，２回目の募集を８月１１日までの期

間で行っております。次に「７ ＮＰＯ活動推進事業」でございますが，（１）プロボノ事業はプロボ

ノの普及啓発となるセミナー等の開催を検討しており，情報収集を行っているところです。（２）のＮ

ＰＯ支援施設フォローアップ事業につきましては，昨年度と同様の内容でみやぎＮＰＯプラザの指定

管理者である非営利活動法人杜の伝言板ゆるるに委託しており，年度前半は各ＮＰＯ支援施設への訪

問，相談，聞き取り調査を実施していただいており，年度後半には協働事業の実施や人材育成研修を企

画運営していただく内容となっております。 

 最後に「８ ＮＰＯ推進発注ガイドラインに基づくＮＰＯ推進事業」でございます。令和３年度は県

庁４課の７事業を選定しており，ＮＰＯ等へそれぞれの事業委託を行っております。こちらの事業に

つきましては，ＮＰＯと行政の協働事例とともに周知していきたいと考えております。 

令和３年度の事業の実施状況についての説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 

（石井山会長） 

はい，ありがとうございます。今年度上半期ということで，進捗を教えていただきました。いかがで

しょうか。御質問，コメントよろしくお願いいたします。 

 

（今野委員） 

今野です。御説明ありがとうございました。今，最後の支援２－２，８番の，ガイドラインに基づく

ＮＰＯ推進事業の実績について教えていただきたいのですけれども，昨年と比較すると，４課７事業

ということで，予定されていることだと思います。そもそもの目標値というか目標と言わないかもし

れませんが，どの辺の数値を目指しての事業なのかというのを教えていただきたいと思います。それ

に対してこの結果がどうなのか昨年と今年の予定とそれぞれ教えていただければと思います。ガイド

ラインの参考資料の３７ページに，２番に業務委託の発注区分の（1）のところに，収益事業というふ

うに書いてあって，一般企業と同様な発注制度によって取り扱うものとするとありますが，この枠組

みの中ですと，何かＮＰＯの方にアドバンテージを持たせるとか，そういった何かがあったのか，これ

も教えていただきたいという点です。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ＮＰＯ推進事業の関係ですが，昨年度は１１件，今年度は７事業選定しております。県としては，で

きるだけ多くのＮＰＯに発注できるように，県の事業課の方にこの制度の利用を勧めています。 
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現在，この事業ができてからだいぶ時間が経っていまして，当課の努力が足りない部分はあるので

すが，県庁内ではこのガイドラインによらずにＮＰＯに発注している事業もあります。ＮＰＯへの発

注がしやすくなるというメリットがある事業でありますので，その点を，どんどんＰＲしながら，この

事業の拡大を図っていきたいと思っております。目標値につきましては，特段設けてはおりませんが，

できるだけこの制度を利用した発注を増やしていきたいと思います。 

また，ＮＰＯ推進事業発注ガイドラインの２の業務委託の発注区分については，（１）と（２）の部

分の詳細を調べさせていただいて後日お答えいたします。 

 

（今野委員） 

はい。ありがとうございます。御説明いただいたところについては，まだまだやりようがあるという

ことがよくわかりましたので，担当課を含めて広く周知をお願いしたいと思います。 

後半のほうの質問は，ここに書いてある意図について聞きたかったということです。よろしくお願

いします。 

 

（石井山委員） 

ありがとうございます。活性化に向けてちょっと検討する余地がありそうですね。ありがとうござ

います。その他いかがでしょうか。 

 

（中川委員） 

先ほどのこのガイドラインの件と，絆力・心の復興事業についてですが，ガイドラインの件は，でき

てから時間が経ってしまってということでした。この，見直しですとか，各課への周知ですとか，そも

そもメリットが契約保証金の免除とかここの程度で，程度でと言ったら変ですけど，いいのかってい

うことで，何か根本的に見直してもいいのかなというふうに思います。 

例えば中間支援組織だって複数あって，そのうちどっちかを取るんです，ではなくて，もっとそのガ

バナンスをきかせていろんなＮＰＯの話を取り込む制度にしましたから，そこにこう発注はできるん

ですみたいな，この一般企業と違って，この水がいいのかこっちの水がいいのかどっちが安い方法と

いう事業ではないからこのシステムを作っているので，もっと多くのところへ取り込んで，もっと多

くの市民活動を促進できるような体制で，提案してきてくださいっていうのを促すようなガイドライ

ンを作るべきかなと思いますね。これだと，あまりそのところを推進するようなガイドラインになっ

ていませんので，例えばこの委員会で，次の時に諮るとか，そういったことも含めて，何かお役に立て

ればなと思いますっていうのが一つです。 

もう一つの，私たちも直接関わるところが，絆力事業と心の復興事業ですけれども，その絆力がもの

すごく減額されてしまって，心の復興事業に移行するのは移行したっていいんですけども，やはり課

題は，ここでやっている方々が，先が見えないっていうことで，県庁としては自己資金でやってもらう

ので予算額を減らしていっています，みたいのは，さも素晴らしいというふうに思えるんですけど，Ｎ

ＰＯとしては，このコロナでも先も見えない中，予算が来年もあるかわからないという非常に不安な

中でやっていますので，単年度事業で難しいのはすごくわかるし復興庁さんの予算が取れないとでき

ないのはわかるんですけど，ここまではやりますからそこまでの間の出口をみんなで一緒に考えまし

ょうとかっていうのを，そういう雰囲気と，制度にしていかないともう単年度，単年度，その度に取る

っていうのは，あんまり県民の何か生活とか，被災地の状況を良くしているっていうふうに繋がって

ないのかなっていうと思いますので，何か制度の改善とかっていうことを求められればと思います。 
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私，実はこの復興事業を復興庁さん自身からいただいているんですけど，毎年心の復興になってい

るのかって話し合いをさせてくださいってしているんですけども，毎回答えはないんです。その代わ

り，領収書がどうだとか交通費や謝金はどういう規約で出しているのかとか，1円単位でしっかり見ら

れるんですけど，本当の心の復興になっているのかってこの事業が終わったときどこにたどり着きた

いんだっていうその話をさせてくださいって言ったら何もないんですよ。せっかく宮城県さんはもう，

被災地の中の自治体さんでいらっしゃいますので，そこをちゃんと，これを採択している団体さんと

一緒に話し合って次を見極めていきたいなって機会を是非作っていただけるようにお願いしたいと思

います。以上です。 

 

（事務局） 

発注ガイドラインにつきましては，中川委員がおっしゃるとおりだいぶ古い内容になっていますの

で，見直し等を考えていかなければならないと考えており，今後検討していきたいと思います。 

国の補助金の判定につきましては，国の方からも震災１０年が経ったことでいろいろと指導されて

おりますが，今後も協議を継続しながら，事業の終期までのソフトランディングというか，うまくＮＰ

Ｏが活動を続けていけるようなことを考えていきたいと思います。 

 

（石井山委員） 

悩ましいですよね。この事業っていうのは本当に取れるとしても夏以降だったりして，しかもそれ

でありながら，結局今お話いただいたような，１円単位の事務量が膨大で，それがいつまで続くかわか

んないっていう厳しさが一方でありながら，県としてはだから，1年でも何とか継続っていう形で頑張

ってくださっているっていう状況もあって，なかなか厳しいなと思ってお話を聞いておりました。 

しかし，せっかくそういう経験をお互いにしているので，その中から見えてきたことを次に生かせ

るような話なんですよね。その機会がこのあとまた計画をどのように具体化していくのかっていうよ

うな話題も出てきますので，その中で検討できればなと思います。 

いかがでしょう。時間はそろそろ次の議題でもいいのかなというふうに思っているんですが，実績

の確認はとても重要な事項ですので，もし何か発言していただける方がおられましたらお願いしたい

んですけれども。よろしいですかね。オンラインの皆様も大丈夫ですか，はい，ありがとうございます。 

ではですね後半戦ということで議事の３に入らせていただきます。 

 

 

議 事（３） 

（石井山会長） 

宮城県民間非営利活動促進基本計画第５次の推進について，事務局から御説明をよろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

  資料３－１及び資料３－２にて御説明させていただきます。はじめに資料３－１，Ａ３横１枚もの

の資料でございます。資料３－１「宮城県民間非営利活動促進基本計画第５次と関連事業」は，昨年度

皆様に御審議をいただき策定いたしました第５次基本計画の「第４章 施策と事業」に記載の内容をま

とめたものとなっております。 

 基本計画では，基本方針といたしまして，基本方針１「持続可能な社会を支えるＮＰＯの基盤強化」，
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基本方針２「ＮＰＯ活動を促進する体制の整備」，基本方針３「多様な主体とのパートナーシップの確

立」，の３つに取り組んでいくこととしており，今後取り組んでいくべき事業を，それぞれの基本方針

の下に掲げた「施策の柱」ごとに整理しております。第５次計画における施策と事業については，基本

方針１では，施策の柱１として「ＮＰＯの自立と発展の支援」を掲げ，「ＮＰＯ活動への社会の理解と

参加促進」と，「ＮＰＯの人材育成と財政的支援」に取り組み，ボランティアや寄附への関心を高める

取組やＩＣＴを活用した情報発信，クラウドファンディングなどの資金調達の手法を学ぶ講座の開催

などを実施し，ＮＰＯの自立と発展を支援していくこととしております。 

基本方針２では，施策の柱２として「ＮＰＯ支援施設の機能の強化と連携の推進」を掲げ，「みやぎ

ＮＰＯプラザの機能の充実」と「ＮＰＯ支援施設及び中間支援組織への支援強化」について取り組み，

県内全域のＮＰＯ活動の支援を強化するため，中核機能拠点であるみやぎＮＰＯプラザと地域のＮＰ

Ｏ支援施設とのネットワーク化を図り，オンライン会議の活用や地域のＮＰＯ支援施設に出向いて協

働事業を実施するアウトリーチ型の事業を実施するなど，ＮＰＯ支援施設の機能を強化し，連携を推

進していくこととしております。 

基本方針３では，ＳＤＧｓの達成においても多様な主体が参画し，連携・協働することが求められて

いることから，施策の柱３として「ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップの推進」を掲げ，「ＮＰ

Ｏと行政との協働」と「ＮＰＯと多様な主体との協働」に取り組んでいくこととしており，行政との協

働については，ＮＰＯと県の協働の促進のほか，地域課題の解決に取り組むＮＰＯと市町村との協働

が促進されるよう，ＮＰＯに対する市町村職員の理解促進を支援するとともに，ＮＰＯ支援施策のノ

ウハウの提供などを行っていくこととしております。また，多様な主体との協働については，他のＮＰ

Ｏ，企業，教育機関などとの協働を推進するため，ＮＰＯとの情報交換や意見交換を行う場を設けるな

ど，協働しやすい環境づくりを進め，ＮＰＯと多様な主体とのパートナーシップの推進に関する取組

を行っていくこととしております。第５次の基本計画の施策と事業の内容はこのようになっておりま

す。 

次に資料３－２「宮城県民間非営利活動促進基本計画 第５次における施策の検討状況」を御覧くだ

さい。３つの項目を記載しております。これらは事務局として早速検討をすすめていきたいと考えて

いる項目でございますので，御意見をいただきたいと考えております。 

「１ ＩＣＴを活用した情報発信」でございますが，今回の基本計画では施策の柱１から柱３まで

みやぎＮＰＯ情報ネットを始めとしたＩＣＴを活用した情報発信についての記載がございます。また，

みやぎＮＰＯ情報ネットについては，必要に応じて改修することを記載しております。みやぎＮＰＯ

情報ネットは，プラザの開館とともに開設した情報サイトでございますので開設から２０年となりま

す。こちらの改修の検討につきまして，検討状況等の欄の〇（マル）の一つ目でございますが，県内Ｎ

ＰＯのネットワークを構築し，ＮＰＯと行政や企業等との連携・協働に繋げるため，みやぎＮＰＯ情報

ネットについて，市民・ＮＰＯ・企業・行政が求めるＮＰＯの情報をより効果的に収集・発信できるよ

うな見直し，回収についての情報収集を開始しております。二つ目の〇（マル）でございますが，現在

他都道府県に対してＮＰＯや市民活動に関する情報サイトについての調査を実施しております。併せ

て他都道府県のサイト等を参考に，新しい情報ネットに追加する機能などについて検討を開始してお

ります。 

次に「２ ＮＰＯの人材育成と財政基盤強化」についてでございますが，こちらは特に基本計画の施

策の柱１の２に「ＮＰＯの人材育成と財政的支援」として，人材の育成等，財政的支援制度の充実，Ｎ

ＰＯが必要とする情報の発信などの項目がございますが，〇の一つ目といたしまして，ふるさと納税

を活用したＮＰＯ支援につきまして，佐賀県などの事例を参考に本県においての実施を検討するため
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に情報収集を行う予定でございます。〇の二つ目といたしまして，絆力事業及び心の復興支援事業と

いった国の交付金を活用した震災復興支援事業につきましては，ＮＰＯへの財政的支援として，大き

なウエイトを占めております。絆力事業は，国に対して事業の継続を要望しておりますが，終期につき

ましては現時点で不明確となっております。これらの補助事業の内容については，地域でのニーズが

高くなっているものもあり，実施期間について国と協議している状況でございます。〇の三つ目とな

りますが，プロボノ事業につきましては県では普及啓発を中心に実施しており，プロボノの周知は少

しずつ進んできているかとは認識しておりますが，実際にプロボノ活動をするに当たってＮＰＯと企

業等がつながる場，マッチングについて検討したいと考えております。 

次に「３ 市町村との連携」でございますが，県域全体のＮＰＯ活動を促進するための体制整備の一

つといたしまして，ＮＰＯ支援施設フォローアップ事業を昨年度から開始しておりますが，更に中間

支援組織や市町村担当部署との連携強化に繋がる内容を検討し当該事業に反映させることはできない

かと考えているところです。〇の二つ目でございますが，ＮＰＯ・市民活動主管課長会議は毎年県のＮ

ＰＯ関係施策についての情報発信や情報共有を行うとともに，各市町村の事例紹介等を実施しており

ますが，担当者レベルでの情報交換等の機会についても検討しているところでございます。〇の三つ

目でございますが， ＮＰＯと行政の協働事例，事業実施状況やＮＰＯが受託できる事業のメニュー

等について，市町村の事業の参考としていただけるよう，調査の上公表することを検討しております。 

以上，現在の検討状況について御説明いたしましたが，こちらの３つの項目以外の内容に係る部分

についての御意見でもかまいません。委員の皆様それぞれの知見から第５次計画の推進に向けた御意

見をいただきたいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。ここは特に活発な御意見をいただければなというふうに思っております。 

お示しいただきました資料３－１はまさに昨年皆さんに御協力いただきながらまとめた基本計画の施

策をキュッとまとめていただいたその上で，この計画を具体化していくポイントとして事務局の方で

は，まずはこの１，２，３の三つという形で御提案をいただいているということですね。そしてこの三

つに限定せず，計画を具現化していく施策について，様々な御意見をいただく，最初の機会が今日とい

うことになります。いかがでしょうか。御意見いただけますと幸いでございます。 

 

（五十嵐委員） 

東北大の五十嵐です。オンライン上から失礼します。いろいろとおまとめいただいてありがとうご

ざいました。 

特に私が昨年度いろいろ申し上げてしまったＩＣＴのことについても資料３－２のところで詳しく

取り上げていただいて大変感謝しております。 

まず，資料３－２のナンバー１のＩＣＴを活用した情報発信のところで，今あるホームページ等の

見直しも検討いただき，併せて他の事業団体さんの調査を行っていらっしゃるということで，ありが

とうございます。 

これを行った先に何が起こるかというと，ＩＣＴを活用して，様々なＮＰＯ団体さんと他県のＮＰ

Ｏ団体さんや企業さん，個人と繋がるということが，最終的な目標になるのかなと思います。そうする

と，最終的な目標に対し，今現状はどうなのか，実際にＮＰＯさんへのＩＣＴ普及はどの程度で，どう

いった活用をされているのか調査されるのも良いかと思います。 

宮城県さんのほうでこのホームページを刷新するにあたって，ＮＰＯさんはそれにうまく乗っかる
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ことができる状況になっているのかという面についても少し調査いただく事も良いと思います。   

それによって必要な部分についても別途支援や相談会を持つなどしていただくとよろしいのではな

いかと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。対応できる力の把握，調査ですね。ご検討いただければと思います。 

 

（事務局） 

  県のホームページの刷新で，ＮＰＯのＩＣＴ活用が広がればという期待を持っておりますが，ＮＰＯ

側でどの程度普及しているのかについては，県の方では把握していない状況で，今後必要に応じて現

状把握をしなければならないと考えております。実際に委員の皆様でＮＰＯのＩＣＴ活用の状況につ

いて情報がありましたら御発言いただけますか。 

 

（石井山会長） 

 如何でしょうか。一言では難しいかもしれませんが。 

 

（堀川委員） 

はい。感覚ですけれども，やっぱり様々というのがありまして，まだホームページとかを持っていな

い団体も多いのが現状かなと思います。ホームページを持つということよりも，今はもうフェイスブ

ックとかツイッターとかインスタグラムみたいなところでもう代用していくという流れも強いので，

そういうところを通して連絡を取るＮＰＯも実際にありますし，ただやはり年配の方がメンバーで多

いところが，例えば，みやぎＮＰＯプラザでパソコンを使った講座，オンラインで参加できますよと言

っても，オンライン環境が身の回りにないので参加できませんという方も，一人二人ではないので，進

んでいるところとアナログでというところとかなり差があるんじゃないかという感覚があります。 

 

（青木委員） 

青木です。感覚的なところかもしれませんが，当初はパソコンの提供も，中古パソコンの提供プログ

ラムもあり，協力企業もありました。今では中古パソコンの提供プログラムもありますが，新品のパソ

コンも当初よりは少し入手しやすいようになってきているので，20 年前から比べれば入手しやすい状

況にはなっていると思います。 

堀川さんのお話でもありましたが，いろんなツールが出てきていますので，ホームページでなくて

も，自団体の発信については選択肢が増えたのではないかと思います。ただそういった複数あるもの

をうまく活かしきれているかどうかというところは第三者のサポートやわかる方の協力やメンターの

ような存在がいることで，より活かせていると思います。ただし，サポートする人も時間的なことや，

限られた方に負担が集中していて，使ってはいるけれども，今ひとつというところがもしかしたらあ

るかもしれません。 

ポータルサイトについては，複数のサイトがでてきています。例えば「みやぎＮＰＯナビ」には登録

しているサイトのチェックもできるので，便利ではないかと思います。多様にはなっていっているけ

れども，活かしきれているかどうかといったところでしょうか。 
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（中川委員） 

私は石巻会議っていうところの理事もさせていただいていますが，数の話で言うと今１５１団体だ

ったと思うんですけど，そのうちメールでの連絡ができないところが数団体。ファックスしかうちは

駄目ですみたいなところで，まさにＩＣＴ活用なんだけどメールすら駄目みたいなところもやはり一

定数いらっしゃるっていうのが現状なのでここで共有だけさせていただきます。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。コロナ禍で動いてらっしゃる団体が，何とかその動きを持続させようって

いうことで，相当ＩＣＴ活動が広がっているとは思うんですけども，その中でやはりそういう団体が

取り残されているっていうことですよね。一方でやはり加速度がついてＩＣＴ活用が広がっていって

いるので，そこをさらに後押ししていくような戦略的な，そういった取り組みが必要なのかなと思い

ながらお話を聞いておりました。いかがでしょうか。時間は限られておりますけれども，ここはできる

だけ沢山の御意見をいただきたいところですので，是非というふうに思いますけれども。 

 

（竹下委員） 

今の皆さんの意見を聞いておりまして，やはり私たち最初コロナがですね，始まった時にはいつか，

いつか終わるだろうというか，そのいつかというのがどれぐらい期間かっていうのはちょっと，人そ

れぞれだと思いますが，私正直この１年ぐらい，長くて１年半くらいで終息するかなというふうに考

えていたんですね。ところが終息する以上にどんどん拡大してってしまって，新しい生活の様式とい

う言葉が新しいではなくて，これ当たり前の様式となりつつあるというふうに今，私自身は感じてい

ます。 

先ほどメールでしか，なかなか連絡がとれない団体とか，まだＩＣＴの普及してない団体さんがあ

るっていうふうにお話がありましたけれども，ここはですね，ちょっとは，きついかもしれないんです

が，活動を今後続けていくには，そのＩＣＴというのを，もう，やらなければいけない，やらざるをえ

ないということで，団体の長の方や活動している方々にもしっかりとですね，認識をしていただいて，

やっていただくっていうふうな考え方をですね，シフトしていただく方が，非常に大事なのかなあと

いうふうにお聞きしていました。 

ホームページやフェイスブック，色々なＳＮＳがありますけれども，やはりホームページを持つと

いうことは，お金がかかるということで，なかなかホームページを作成できないという方もいらっし

ゃればフェイスブックのように，無料でできるというツールだったらやりますっていうのもあると思

いますので，是非そこを，何らかの形で上手く，サイトですとかまとめていただく方がいらっしゃれ

ば，そこが，軸となって，いろんな県外の方々の県内の方々とＮＰＯ団体さんが，ＳＮＳやオンライン

を使って交流できるのかなあなんていうふうに，まずそのモノを準備してあげるのは大変かもしれま

せんがその準備してあげることが先決なのかなというふうにお話をお伺いしていました。以上です。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。本当にそのとおりの時代状況かなと思って聞いておりました。頂いた御意

見を踏まえた形で，１の中で充実させていくっていうことですかね。ありがとうございます。他いかが

でしょうか。 
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（五十嵐委員） 

 追加で，東北大の五十嵐でございます。よろしいでしょうか。 

 

（石井山会長） 

 はい，どうぞ。 

 

（五十嵐委員） 

私も竹下委員の意見に賛成です。ＩＣＴを使わないことによるデメリットが出てくるのは確かです。 

今の小学校や中学校は，みんなタブレットを配って授業を初めていますよね。その部分で何がメリ

ットかというと，小学生には社会科見学とかＮＰＯに触れるカリキュラムやタイミングがあると思い

ます。そういった際に，ＮＰＯ側もＩＣＴをスムーズに使えるような基盤が整備されていれば，ＮＰＯ

さんの発信を若い世代にアピールできるかと思います。将来，ＮＰＯに関わってくれる人材の芽をふ

やす機会になるのではと思います。 

ですので，竹下委員からもあったようにツールを支援などの面をケアできるようになれば，若い世

代へのアピールにつなげられると思いますので御検討に入れていただければ良いのではと思います。 

今後，情報ネットの刷新についていろいろ検討の機会を持たれるかもしれません。その際は機会を頂

けましたら私も参加させていただければなと思いますので，どうぞよろしくお願いします。 

 

（石井山会長） 

ということだそうですよ。心強いですね。 

 

（事務局） 

はい。 

 

（石井山会長） 

ありがたい限りだというようなですね。いかがでしょうかその他御意見出していただければと思い

ますけれども。今のところ１に関して御意見をいただいているところですが。はい，高浦委員よろしく

お願いします。 

 

（高浦委員） 

先ほどの五十嵐さんのお話に続けて，小学校，中学校でタブレット，それで最近ＳＤＧｓ教育という

ことで，学校で大人以上に子供の方が知っていたりする。そういう状況だと思うのですが，その中でさ

っきの計画の方にありましたように，ＮＰＯがそうしたですねＳＤＧｓの理念もあるので，そういう

ことから，教育庁さんが絡んでくるのも良いのかもしれませんけども，タブレットでかつ，地域のＮＰ

Ｏについて知ってみる，そういう機会を持っていただくようなことも良いか思います。 

それから次の論点になるかもしれないのですが，プロボノの普及促進ということで，企業さんへの

アプローチということを考えたと思うんですが，それ以外に，例えば士業団体さん，さっきコロナ禍

で，専門家相談に繋ぐという実績が出ているので，士業団体に是非ですね，無償になるような事業だと

は思うのですが，ＮＰＯのことを知ってもらって，ちょっと関わっていただくような，そういう人を増

やしていくという士業団体へのアプローチということもしていただいてもいいのかなというふうに思

います。それからですね，企業者の方で，ＮＰＯに関心持ってもらう，ファンを如何に増やすかという
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ことで，ろうきんの活用というものもあるかなと。東北ろうきんもそうですし全国のろうきんもそう

なのですが，社会貢献預金というものをやっていますけれど，預金すると利子の一部が地域のＮＰＯ

に寄附されるという，金銭的な支援ですが，社会活動の参加を，そういう経営者に呼びかけるみたいな

こともしているみたいで，企業者に直接ＮＰＯの活動に関わってみませんかっていう仕掛けをろうき

んを通して社会貢献預金，預金者に企業者が多いので，そういうふうな呼びかけ等も考えていただく

とかなっていうふうに思いました。東北ろうきんはＮＰＯのつなぎ融資とかでもこれまでに関わって

いただいていたと思いますので，そのネットワークも活かしていただくと良いかなと思いました。コ

メントです。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。プロボノ事業はかなり頑張って中身を作っていただいている割には，もっ

と沢山の方の参加があった方がいいかなという，そういう段階ですよね。広げていただくためのアイ

デアも出していただいたと思います。ありがとうございます。如何でしょうか。では青木さんよろしく

お願いいたします。 

 

（青木委員） 

３－２の資料のところ，「市町村との連携」について，震災後に地域で立ち上がった団体も多数あ

ります。財政面の課題はどこも共通していると思います。地域に根を張り，各方面の方々との関係づ

くりをしていると思います。行政の方も異動で担当が変わられたりすることもありますが，その関

係づくりなど，相互理解なくして連携や協働というのも進みにくいと思います。 

県として市町村へのバックアップという点で，担当者レベルでの情報交換とか，いろいろな対象

者に応じたイメージをお持ちのようなので既存の団体とも情報交換をしながら，進めていただける

とよいと思いますし，支援機関も協力できることがあればと思いましたので情報交換などありまし

たら，ぜひ，お声がけください。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。関連して時間も迫っているので僕も少し個人的な意見だと思うんですけど

も，市町村の連携ということが青木さんから強調されて，それから先ほど高浦委員，五十嵐委員から

は，もうＩＣＴ活用，だいぶ広がっている小中学校に戦略的にＮＰＯが繋がっていくっていうことを

出していただいたっていうふうに思っていまして，そういう意味ではですね，今日，１，２，３と出し

ていただいたところは是非進めていただけるといいかなと思うことが前提なんですが，計画の３節の

２にあります，多様な主体との協働の推進というところで，少し戦略的に，それぞれのセクターと新た

な関係を作っていくのかっていうことについて，次回の会議という形になるのですかね，そして次年

度以降の計画ということになっていくのかもしれませんが，少し具体的なイメージを出していただけ

ると。委員お一人お一人もですね，加担しやすいとかですね，先ほど五十嵐委員がああいう形で，是非

加わらせてと言っていただいたような，そういう形で，意見を言うだけではなくて，実働の部分で委員

を使っていただけるような，そういうアイデアが出てくるんじゃないかと。ですので，この３節には，

もうずっとこれが保存されているんですけれども，具体的なところがなかなかやっぱ難しかったテー

マだと思いますから，それを出していただければいいかなっていうのが，意見です。 

それからもう一つなんですが，これは後でも情報提供していただくことと絡むんですけども，去年

の計画の時に非常に大きな課題だったのが，施設再編だったわけですね。最終的に美術館の離脱って
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いうことになりながら，新しい形で，県の中心部なので，良いかたちでプラザが発展していくと良いな

というふうに思っても，やはり県下，むしろ郡部において市民性が試されているというところを考え

ていくと，やはり拠点を分散していくっていうことがこの間ずっと議論されてきたと思うんですね。

具体的にどういう支援を作っていくのかってことはなかなか難しいんですけども，それをどういうや

り方をしていくのかっていうことを，協働して，研究していくような部会のような，そういったものを

ですね，やっぱり並行して走らせていくっていうことが大事かなというような意見を，去年申し上げ

ましたし，何人かの方々には賛同いただいたということもあるので，次年度に向けては，是非御検討い

ただきたいなというような件でございます。時間も迫っておりましてまた御発言をいただいていない

委員から，よろしければ。 

 

（若生委員） 

まず一つはコロナ禍で，ＮＰＯ団体，大変厳しい状況にあるという話の中で，今回厳しいと感じるこ

とは，ＮＰＯの多くが，事業収入が減少となりながら組織維持していることです。事業そのものが今で

きない状況にある中で組織を維持していくのは，厳しい状況にあるというのをすごく感じています。

そういったところをいかに我々行政の方でサポートできるだろうかということを考えていかないと，

本当にこのままコロナ禍が進んでいくと事業そのものができないという，これは，先ほど竹下さんか

らもお話がありました，コロナ禍からアフターコロナにシフトしていかなければいけないという時期

に入ってきているのですが，そこにシフトするまで，そこに転換する時に支援していけるのかという

ことを考えていかなければと皆さんの意見を聞きながら思ったところでございます。 

それから先ほどの基本方針３のパートナーシップの確立についてですが，地元で富谷塾というもの

をやっております。３期生が２７０人ほど，４期生が１６０人ほどいるのですけれども，集まった塾生

のニーズを見ると，やはり何かをやりたいという思いを持っているのですね。ただ，思いを持っている

のですがその活躍の場がないというところが多くて，何をすればいいのか分からない，見つからない

ということで，富谷塾に入ってきている人も多い。なので，既存のＮＰＯと何かを求めている人たちの

マッチングの機会を作っていくということが大事かなと思っているところでございます。 

それから最後に一つ聞きたかったことがあるのですが，ふるさと納税の佐賀県等の事例というのは，

どこかに記載されているのでしょうか。私，佐賀県の事例というものを認識していなくて。参考まで教

えてもらえればと思います。 

 

（事務局） 

 佐賀県の事例は資料にはないのですが，佐賀県が先進的に行っているふるさと納税を活用した取組

みについて，中川委員からも情報提供をいただいておりました。ふるさと納税を活用してＮＰＯに対

する支援を行っているとのことで，今後佐賀県の仕組みを研究して，宮城県での実施の可能性を含め

てふるさと納税を活用したＮＰＯ支援について検討してみたいと考えているところでございます。新

しい計画でも触れておりますので，進めていきたいと考えております。 

 

（中川委員） 

 一言だけ補足ですが，佐賀県の事例でＮＰＯ向けのふるさと納税をしていて，平成２７年度から１

億５千万円，そして直近，昨年度は１０億円単位の集められたということで，やれば出来るということ

ではないですがそれくらいのことをされているので，参考にして先ほどの絆力とか復興向けのお金が

なくなってきている中，宮城県として市民活動を支える仕組みとして是非御検討いただけないかとい
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うことで何かできることがあればお手伝いさせていただきたいと思います。補足情報でした。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。若生委員のお話は多彩で特に富谷塾のお話をお伺いしてみたいと思ったの

ですが，一番最初に出していただいた，コロナ禍で収益がつくれないと。そのいう意味では，東日本大

震災，非常に大きな災害であったわけですけど，コロナも非常に大きな災害で，ですから，震災から 10

年でそれが途切れてきているっていうことでそれをそのまま使うということではなくて，新たな災害

におけるような，支援を国に要請していくっていう道筋ももしかすると必要なんかなと，お話を聞き

ながら感じさせていただいた次第です。 

時間がかなりきてはいるんですけど，もし，追加で出していただける御意見もありましたら，如何で

しょうか。よろしいですかね。会議の時間はとても限られているものですから，個別にそれぞれアイデ

ィア等いただけることがありましたら，事務局によせていただければというように思います。ありが

とうございます。 

 

議 事（４） 

（石井山会長） 

それでは議事の（４）に入らせていただきます。事務局より，よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

事務局から，その他の項目として，みやぎＮＰＯプラザと県民会館の集約・複合化事業について御報

告させていただきます。この件につきまして，「仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向け

た基本構想」を令和３年３月に策定し公表しており，本日机上にその基本構想を配布させていただい

ております。 

昨年度，本促進委員会の委員の皆様からもみやぎＮＰＯプラザの今後の在り方ということでこれま

での取組や機能を継続することや，ＩＣＴを活用した情報発信やアウトリーチ型の支援などをさらに

充実させることについて，県民会館やその利用者との連携・交流を生み出す動線など様々な御意見を

いただいております。 

基本構想の４６ページを御覧ください。「整備工程及びスケジュール」でございますが，令和１０年

度の開館に向けて今後，設計，施工と進めていくスケジュールとなっております。４月に開催いたしま

したＰＰＰ・ＰＦＩ導入調整会議におきまして，本事業について，定量及び定性面から総合的に検討し

た結果，県が自ら事業を実施する「従来方式」による整備を行うことが適当であると判断しておりま

す。このため，４６ページの図表４－１１の「従来型事業手法による整備工程・スケジュール」で概ね

進むこととなりますが，今年度は，大規模事業評価，そして設計発注準備を行うスケジュールとなりま

す。 

 ６月より，県の行政評価委員会大規模事業評価部会での審議とともに大規模事業評価についての県

民からのパブリックコメントを実施しており，今後，大規模事業評価部会から答申をいただく予定と

なっております。パブリックコメントにつきましては後日公表予定でございますが，当該事業に対し

ては，１２件の意見をいただいております。大きく分けて５つの視点での御意見をいただいており，１

つ目は施設の在り方や求められる機能等に関する意見,２つ目は県民等からの意見聴取に関する御意

見，３つ目は交通アクセスに関する御意見，４つ目は施設機能に関する御意見，そして５つ目として仙

台市との役割分担に関する御意見でございました。 
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 新しい施設の整備に際しましては，ＮＰＯ関係や文化芸術をはじめとした施設利用者からの御意見

も十分に踏まえながら，引き続き検討を進めていくこととしております。 

 来年度に設計業務を発注するに当たりましては，この基本構想の内容を基本としながら進めること

となりますので，基本構想の施設整備の部分及び展開する事業の箇所について簡単に御紹介いたしま

す。 

 基本構想の２０ページを御覧ください。第３章に施設整備の方針を記載しております。施設整備方

針１には，「県民会館とみやぎＮＰＯプラザの機能性の確保」，２１ページの下の方，施設整備方針２と

しまして，「県民会館とみやぎＮＰＯプラザの機能連携を図る配置」，施設整備方針３いたしまして「集

約による合理化・規模適正化」を掲げております。２３ページを御覧ください。こちらには民間非営利

活動部門の非営利活動施設機能について記載しております。交流サロンには，打ち合わせスペースや

個人ブースの設置，多目的スペースとして利用できる空間について，カフェスペースやショップスペ

ースとしての利用の検討，情報収集，発信の場，受付・相談スペース，ＩＣＴ環境整備など記載してお

ります。その他，ＮＰＯルームや相談室，共同作業室，また，会議室については２５ページの交流・コ

ミュニティ部門のところに会議室を記載しておりましてプラザと県民会館の共同利用の考えで記載し

ております。 

 ２７ページを御覧ください。「２ 展開する事業」ですが，これまでの取組を発展・強化するにとど

まらず，県民会館とプラザが連携した事業を広域的に展開することとし，図表３－１０の右の欄にそ

の例として「県内の文化施設等との連携事業」や「県内のアートイベントとの連携事業」を記載してお

ります。 

当該事業につきましては，随時情報提供をさせていただきたいと考えておりますが，本日も委員の

皆様から追加で御意見等がございましたら頂戴したいと考えております。事務局からは以上でござい

ます。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。今日は時間が限られているということで，資料の一部紹介ということだっ

たんですけども，資料は提供いただきましたので，それぞれ熟読いただきたいということと，複合化に

関わる意見についてということで９月１日水曜日までに，フォームも用意していただいていますので，

御質問，御提案していただきたいと思います。また，皆様の方から，確認したいことがありましたらお

話していただければ。はい，堀川委員からどうぞ。 

 

（堀川委員） 

複合化に関する意見についてということで用紙をいただきました。みやぎＮＰＯプラザを運営して

いて，利用団体の皆さんが新しい施設に対して期待をしているところが非常に大きくて，色々な意見

を出せる場があったらいいなとか，情報交換ができるようなところがあったらいいなというような御

意見をいただいていています。どういう意見が出るか分からないのですが，いつまでに，このぐらいま

でのことが意見として通って，その先にはどのようなことが意見として取り上げていただけるのかと

いう，スケジュールを教えていただけると，非常にありがたいかなと思います。 

設計が進んでしまうとハード面を，大きさを変えたりとか，機能を加えたりってことはもちろんで

きないと思うんですけれども，もっと細かいところの要望，例えば何を置いて欲しいとか，こういう設

備を追加して欲しいみたいなこともあると思うので，どの辺りのことを，いつまでだったら，取り上げ

てくださるのかを教えていただきたいと思います。 
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（石井山会長） 

ありがとうございます。それでは高浦委員からの御意見も伺った上で，事務局から回答をお願いし

たいと思いますので。高浦委員，よろしくお願いいたします。 

 

（高浦委員） 

はい，私今手元に資料はないので，逃しているところがあるかもしれませんが，指定管理の制度にな

るんでしょうか。中身は，県民会館，ＮＰＯプラザ，それぞれ別団体が運営するような形で考えていら

っしゃるのでしょうか。 

 

（石井山会長） 

ＰＦＩではなくなったということは指定管理になる可能性が高いっていうことなんですか。その辺

りも含めてよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

はい。始めに高浦委員の御質問に対してですが，未だはっきりとは決まってはいないのですが，ＰＦ

Ｉ方式ではなく従来方式でということになりますので，基本的には，指定管理者制度が導入されてい

くともの考えております。 

 

（高浦委員） 

プラザと県民会館は別団体なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 当課としては,別団体ということで認識をしております。同じ団体が指定管理者になることはないと

考えております。 

 

（高浦委員） 

 承知しました。それぞれの専門，ある程度スキルを持つ指定管理団体であれば，そういうことですよ

ね。 

 

（事務局） 

はい。そのように当局には要望してまいりたいと考えております。今後話し合っていきたいと考え

ております。 

 

（事務局） 

今後のスケジュールについてですが，今年度，設計の発注準備ということで，来年度から設計に入る

にあたって，プロポーザルで，基本設計，詳細設計を行う事業者を，年度後半から検討していきます。

そのプロポーザルの選定にあたっての県での留意事項といいますか，ある程度の仕様をその際に出す

ことになります。例えば，みやぎＮＰＯプラザは，現行の機能を維持してかつ適正化ということで申し

上げているのですけれども，もちろん新しい相談室であるとか，そういったものはプラスしていくと

いうことで，昨年度御意見いただいたところはこちらの基本方針の方に反映させていただいておりま
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す。留意事項を作成するにあたってですが，例えば県民会館ですと 2000 席以上のホールとするとか，

どういった形でという大きなところはそこで示す必要がありまして，そこに関わってくる部分は，今

年度の大体９月，１０月あたりまでには固めていきたいというふうなスケジュールです。それ以降，来

年度に入ってから設計業務が始まりますが，随時意見の方は反映できる範囲で聞いて反映していきた

と考えておりますので，随時という形にはなります。ただ，県としての仕様を出すにあたって，ある程

度のものを出す必要があるということで，大体その時期が９月いっぱいと考えておりましたので，９

月１日までということで意見をお伺いさせていただきたいと考えておりました。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。ということだそうです。とするとおそらく将来的には我々の会議は計画策

定年ではないので，年に２回しかないのですけれども，タイミングにおいては随時，委員の意見を県で

集約していただくというような時期もあるかもしれませんね。そういうつもりで，それぞれ御準備い

ただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。時間も過ぎておりますが，言い残され

たことがある方，よろしいですか。それでは進行をお返ししたいと思います。 

 

 

閉 会 

（司会） 

 長時間の御審議ありがとうございました。最後に事務局から事務連絡でございます。会議の説明の

中でもありましたが，次回の会議は来年の３月頃を予定しております。現在御就任いただいておりま

す委員の皆様の任期につきましては，１１月３０日までとなっておりますので，今回が現在の委員で

お集まりいただく最後の会議でございます。委員の皆様にはこれまで多大なる御協力をいただきまし

たことに改めまして感謝申し上げます。新たな委員の御就任につきましては，改めまして皆様に御連

絡する機会もあろうかと思いますのでその際はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは，以上をもちまして，令和３年度第１回民間非営利活動促進委員会を終了させていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 


